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※ この情報を，掲示・回覧・チラシ配布・朝礼・口コミ等で広報していただきますようお願いいたします。 

 県内では｢総合消費料金に関する 

訴訟最終告知｣などと題した詐欺  

ハガキが届いていますが，関東地方 

では封書も確認されました。 

  今後，県内でもハガキに加え，同様 

の封書が届く可能性があるので注意し 

ましょう。 

  

 
［被害にあわないために］  

［実際の封筒］  
［実際の手紙］ A 4 サ イ ズ  

の封書にご注意！ 

 ｢裁判｣｢差し押さえ｣｢最終告知｣など不安をあおる言葉が  

書いてありますが，すべてウソです。  

 絶対に相手に電話をかけず，警察に相談しましょう。 

  


